
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地域支援センター「しせい」 
福島県立相馬支援学校地域支援センター通信 No.２  発行：令和３年７月２日／文責：飯田 里佳子 

６月初旬頃に行われた個別懇談において、「個別の教育支援計画様式 A－２」に記載されている

「合理的配慮」等について確認させていただきました。今回のしせいだよりでは、「合理的配慮」とは

何かについて、保護者の皆さん、そして児童生徒の皆さんと改めて共通理解したいと思います。 

～「合理的配慮」は、みんなが共に生きるために必要なものです～ 

障害者の権利に関する条約では、障害のある者とない者が共に学ぶために、個人に必要な『合理的配慮』

の提供が必要であるとの趣旨が述べられています。また、中央教育審議会初等中等教育分科会による「共

生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（H２４）

において、下記のように定義されています。 

 

 
「合理的配慮」とは、障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使するために、 

①学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、 

②障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、 

③学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの 
 

※丸数字及び下線は、本資料作成に当たって相馬支援学校において追記 

【参考】小・中学校、高等学校におけるインクルーシブ教育システム推進のためのコーディネートハンドブック（福島県特別支援教育センター） 

※福島県では「障害」を「障がい」と表記していますが、法的な文書等については「障害」のまま引用しています。 

 

 

誰も差別されることなく、安心して暮らせ

る「共生社会」の実現を、国として目指し

ています。そこで必要になるのが「合理的

配慮」です。令和３年６月４日に一部改正

された「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」では、事業者による合理

的配慮の提供も義務化されました。 

 

 学校では、皆がよりよい教育を受けることができる

ように、「合理的配慮」を提供しています。 

 

「同じ場」で学ぶだけでは、障がいによる困難さ等から、授業内容の理解や学習活動に参加している実感・達成

感が得られないことがあります。だからこそ、個に応じた「合理的配慮」が必要なのです。 

各市町村で配付されている相談支援ファイ

ルを活用し、「合理的配慮」等、必要な支援

を学校卒業後も引き継いでいきましょう。 

※相談支援ファイルについて、もし不明な

点がありましたら、お声がけください。 

 

学校卒業後を見据えて… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お気軽にご相談ください。 

専用電話 ０８０―７２１６―７３５１（飯田里佳子）  学校電話 ０２４４―６７－１５１５ 

 

はみがき指導に使える教材の情報提供をしていただきました！ 

一般財団法人 サンスター財団 

https://www.sunstar-foundation.org/checkup/autism/ 

 

校内の取り組み 

発声、発語、摂

食等についてご

助言をいただき

ました。まずは

楽しく声を出す

ことが大切！と

いうことを改め

て感じました。 

重心のとれた歩き方

等について、様々な

アプローチの仕方を

ご助言いただきまし

た。身体のどの部位

を狙うかを明確にし

て意図的な働きかけ

を増やしたいです。 

地域の皆様へ 

相馬支援学校として、さらにセンター的機能を果していくために、下記のような地域支援プランを考えました！ 

どんどんご活用いただき、「地域で共に学び、共に生きる教育」を推進していきたいと思います。 

 

 【例えばこんなこと・・・】進路にかかわることについて、個別の指導・支援計画作成について、通常の学級での指

導支援について、相馬支援学校の設備等紹介、合理的配慮の事例提供、教材の貸し出し などなど！ 


